
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十

八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

石
綿
障
害
予
防
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

石
綿
等
を
取
り
扱
う
業
務
等
に
係
る
措
置

第
一
節

解
体
等
の
業
務
に
係
る
措
置
（
第
三
条
―
第
九
条
）

第
二
節

石
綿
等
が
吹
き
付
け
ら
れ
た
建
築
物
等
に
お
け
る
業
務
に
係
る
措
置
（
第
十
条
）

第
三
節

石
綿
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条)

第
三
章

設
備
の
性
能
等
（
第
十
六
条
―
第
十
八
条
）



二
頁

第
四
章

管
理
（
第
十
九
条
―
第
三
十
五
条
）

第
五
章

測
定
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
九
条
）

第
六
章

健
康
診
断
（
第
四
十
条
―
第
四
十
三
条
）

第
七
章

保
護
具
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十
六
条
）

第
八
章

製
造
許
可
等
（
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
）

第
九
章

報
告
（
第
四
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
事
業
者
の
責
務
）

第
一
条

事
業
者
は
、
石
綿
に
よ
る
労
働
者
の
肺
が
ん
、
中
皮
腫
そ
の
他
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
、
作
業
方
法
の
確
立

、
関
係
施
設
の
改
善
、
作
業
環
境
の
整
備
、
健
康
管
理
の
徹
底
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
、
労
働
者
の
危
険
の

防
止
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
り
で
、
石
綿
に
ば
く
露
さ
れ
る
労
働
者
の
人
数
並
び
に
労
働
者
が
ば
く
露
さ
れ
る
期
間
及
び
程

度
を
最
小
限
度
に
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三
頁

２

事
業
者
は
、
石
綿
を
含
有
す
る
製
品
の
使
用
状
況
等
を
把
握
し
、
当
該
製
品
を
計
画
的
に
石
綿
を
含
有
し
な
い
製
品
に
代

替
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

石
綿
等

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
九

号
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
物
（
同
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
令
別

表
第
三
第
二
号
４
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
次
項
に
規
定
す
る
物
を
い
う
。

二

特
定
石
綿

石
綿
等
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
４
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

三

特
定
石
綿
等

石
綿
等
の
う
ち
、
特
定
石
綿
及
び
次
項
に
規
定
す
る
物
を
い
う
。

四

製
造
等
禁
止
石
綿
等

石
綿
等
の
う
ち
、
特
定
石
綿
等
以
外
の
物
を
い
う
。

２

令
別
表
第
三
第
二
号

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
（
同
号
４
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
特
定
石
綿
を
含
有
す
る

37

製
剤
そ
の
他
の
物
（
令
別
表
第
八
の
二
に
掲
げ
る
も
の
及
び
特
定
石
綿
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。



四
頁

第
二
章

石
綿
等
を
取
り
扱
う
業
務
等
に
係
る
措
置

第
一
節

解
体
等
の
業
務
に
係
る
措
置

（
事
前
調
査
）

第
三
条

事
業
者
は
、
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
、
破
砕
等
の
作
業
（
以
下
「
解
体
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
き

は
、
石
綿
等
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
、
石
綿

等
の
使
用
の
有
無
を
目
視
、
設
計
図
書
等
に
よ
り
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
調
査
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
石
綿
等
の
使
用
の
有
無
が

明
ら
か
と
な
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
石
綿
等
の
使
用
の
有
無
を
分
析
に
よ
り
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
石
綿
等
が
吹
き
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
が
、
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
労
働
安

全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
作
業
計
画
）

第
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
石
綿
等
に
よ
る



五
頁

労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
の
方
法
及
び
順
序

二

石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
を
防
止
し
、
又
は
抑
制
す
る
方
法

三

作
業
を
行
う
労
働
者
へ
の
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
ば
く
露
を
防
止
す
る
方
法

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
作
業
の
届
出
）

第
五
条

事
業
者
は
、
壁
、
柱
、
天
井
等
に
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
（
耐
火
性
能
を
有
す
る
被
覆

材
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
が
張
り
付
け
ら
れ
た
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
（
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を
著
し
く

発
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
等
を
除
去
す
る
作
業
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
書
に
当
該
作
業
に
係
る
建
築
物
又
は
工
作



六
頁

物
の
概
要
を
示
す
図
面
を
添
え
て
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
吹
き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
の
除
去
に
係
る
措
置
）

第
六
条

事
業
者
は
、
壁
、
柱
、
天
井
等
に
石
綿
等
が
吹
き
付
け
ら
れ
た
建
築
物
の
解
体
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

当
該
石
綿
等
を
除
去
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
除
去
を
行
う
作
業
場
所
を
、
そ
れ
以
外
の
作
業
を

行
う
作
業
場
所
か
ら
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
等
の
除
去
に
係
る
措
置
）

第
七
条

事
業
者
は
、
壁
、
柱
、
天
井
等
に
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
等
が
張
り
付
け
ら
れ
た
建
築

物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
（
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を
著
し
く
発
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
等
を
除
去
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
（
第
十
四
条
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁

止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



七
頁

２

特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
元
方
事
業
者
を
い
う
。
）
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
（
法
第

十
五
条
第
一
項
の
関
係
請
負
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
労
働
者
の
作
業
が
、
前
項
の
保
温
材
、
耐
火

被
覆
材
等
を
除
去
す
る
作
業
と
同
一
の
場
所
で
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
の
開
始
前
ま
で
に
、
関
係
請
負
人
に
当
該
作

業
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
作
業
の
時
間
帯
の
調
整
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
綿
等
の
使
用
の
状
況
の
通
知
）

第
八
条

建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
を
行
う
仕
事
の
発
注
者
（
注
文
者
の
う
ち
、
そ
の
仕
事
を
他
の
者
か
ら
請
け

負
わ
な
い
で
注
文
し
て
い
る
者
を
い
う
。
）
は
、
当
該
仕
事
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
仕
事
に
係
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に

お
け
る
石
綿
等
の
使
用
状
況
等
を
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
の
解
体
工
事
等
の
条
件
）

第
九
条

建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
を
行
う
仕
事
の
注
文
者
は
、
石
綿
等
の
使
用
の
有
無
の
調
査
、
建
築
物
又
は

工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
等
の
方
法
、
費
用
又
は
工
期
等
に
つ
い
て
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
遵
守
を
妨
げ

る
お
そ
れ
の
あ
る
条
件
を
付
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

石
綿
等
が
吹
き
付
け
ら
れ
た
建
築
物
等
に
お
け
る
業
務
に
係
る
措
置



八
頁

第
十
条

事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
を
就
業
さ
せ
る
建
築
物
の
壁
、
柱
、
天
井
等
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
吹

き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
が
損
傷
、
劣
化
等
に
よ
り
そ
の
粉
じ
ん
を
発
散
さ
せ
、
及
び
労
働
者
が
そ
の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
石
綿
等
の
除
去
、
封
じ
込
め
、
囲
い
込
み
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
四
条
の
建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
共
用
す
る
廊
下
の
壁
等
に
吹

き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
が
損
傷
、
劣
化
等
に
よ
り
そ
の
粉
じ
ん
を
発
散
さ
せ
、
及
び
労
働
者
が
そ
の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

石
綿
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
そ
の
他
の
措
置

（
吹
付
け
の
禁
止
）

第
十
一
条

事
業
者
は
、
特
定
石
綿
等
を
吹
き
付
け
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
作
業
に
係
る
設
備
等
）

第
十
二
条

事
業
者
は
、
特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す

る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
粉
じ
ん
の
発
散

源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
と
き
、
又
は
臨
時



九
頁

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
場
合
に
は
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又
は
当
該
特
定
石
綿
等
を
湿
潤
な
状
態
に

す
る
等
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
に
係
る
措
置
）

第
十
三
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
作
業
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
」

と
い
う
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
石
綿
等
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
石

綿
等
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

石
綿
等
の
切
断
、
穿
孔
、
研
磨
等
の
作
業

せ

ん

二

石
綿
等
を
塗
布
し
、
注
入
し
、
又
は
張
り
付
け
た
物
の
解
体
等
の
作
業
（
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
又
は
工

作
物
の
解
体
等
の
作
業
を
含
む
。
）

三

粉
状
の
石
綿
等
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
容
器
か
ら
取
り
出
す
作
業

四

粉
状
の
石
綿
等
を
混
合
す
る
作
業



一
〇
頁

五

前
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
お
い
て
発
散
し
た
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
掃
除
の
作
業

２

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
を
行
う
場
所
に
、
石
綿
等
の
切
り
く
ず
等
を
入
れ
る
た
め
の
ふ
た
の
あ
る
容
器
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使

用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
作
業
衣
を
使
用
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
労
働
者
に
保
護
衣
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

労
働
者
は
、
事
業
者
か
ら
前
二
項
の
保
護
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
措
置
）

第
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し

、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

設
備
の
性
能
等

（
局
所
排
気
装
置
等
の
要
件
）



一
一
頁

第
十
六
条

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適

合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

フ
ー
ド
は
、
特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
ご
と
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
外
付
け
式
又
は
レ
シ
ー
バ
ー
式
の
フ
ー
ド

に
あ
っ
て
は
、
当
該
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

ダ
ク
ト
は
、
長
さ
が
で
き
る
だ
け
短
く
、
ベ
ン
ド
の
数
が
で
き
る
だ
け
少
な
く
、
か
つ
、
適
当
な
箇
所
に
掃
除
口
が
設

け
ら
れ
て
い
る
等
掃
除
し
や
す
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ダ
ク
ト
は
、
長
さ
が
で
き
る
だ
け
短
く
、
ベ
ン
ド
の
数
が
で
き
る
だ
け
少
な
く
、
か
つ
、
適
当
な
箇
所
に
掃
除
口
が
設

け
ら
れ
て
い
る
等
掃
除
し
や
す
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。



一
二
頁

三

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
具
備
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

第
十
七
条

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
つ
い

て
は
、
特
定
石
綿
等
に
係
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
稼
働
さ
せ
る
と
き
は
、
バ
ッ
フ
ル
を
設
け
て
換

気
を
妨
害
す
る
気
流
を
排
除
す
る
等
当
該
装
置
を
有
効
に
稼
働
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
除
じ
ん
）

第
十
八
条

事
業
者
は
、
特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を
含
有
す
る
気
体
を
排
出
す
る
製
造
設
備
の
排
気
筒
又
は
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
粉
じ
ん
の

粒
径
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
除
じ
ん
方
式
に
よ
る
除
じ
ん
装
置
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を

有
す
る
除
じ
ん
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

粉

じ

ん

の

粒

径

除

じ

ん

方

式



一
三
頁

（

単

位

マ

イ

ク

ロ

メ

ー

ト

ル

）

五
未
満

ろ
過
除
じ
ん
方
式

電
気
除
じ
ん
方
式

五
以
上
二
十
未
満

ス
ク
ラ
バ
に
よ
る
除
じ
ん
方
式

ろ
過
除
じ
ん
方
式

電
気
除
じ
ん
方
式

二
十
以
上

マ
ル
チ
サ
イ
ク
ロ
ン
（
処
理
風
量
が
毎
分
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以

内
ご
と
に
一
つ
の
サ
イ
ク
ロ
ン
を
設
け
た
も
の
を
い
う
。
）
に
よ

る
除
じ
ん
方
式

ス
ク
ラ
バ
に
よ
る
除
じ
ん
方
式

ろ
過
除
じ
ん
方
式

電
気
除
じ
ん
方
式

備
考

こ
の
表
に
お
け
る
粉
じ
ん
の
粒
径
は
、
重
量
法
で
測
定
し
た
粒
径
分
布
に
お
い
て
最
大
頻
度
を
示
す
粒
径
を
い



一
四
頁

う
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
除
じ
ん
装
置
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
粒
径
の
大
き
い
粉
じ
ん
を
除
去
す
る
た
め
の
前
置
き
除
じ
ん
装

置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
二
項
の
除
じ
ん
装
置
を
有
効
に
稼
働
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

管
理

（
石
綿
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
に
掲
げ
る
作
業
（
特
定
石
綿
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定

化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
石
綿
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
綿
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
十
条

事
業
者
は
、
石
綿
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
、
作
業

の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二

局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
除
じ
ん
装
置
そ
の
他
労
働
者
が
健
康
障
害
を
受
け
る
こ
と
を
予
防
す



一
五
頁

る
た
め
の
装
置
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
点
検
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
べ
き
機
械
等
）

第
二
十
一
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及
び

除
じ
ん
装
置
（
特
定
石
綿
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
局
所
排
気
装
置

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

三

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
除
じ
ん
装
置

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
装
置
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を

超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
同
条
の
装
置
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

局
所
排
気
装
置



一
六
頁

イ

フ
ー
ド
、
ダ
ク
ト
及
び
フ
ァ
ン
の
摩
耗
、
腐
食
、
く
ぼ
み
、
そ
の
他
損
傷
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

ロ

ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ハ

ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

ニ

電
動
機
と
フ
ァ
ン
を
連
結
す
る
ベ
ル
ト
の
作
動
状
態

ホ

吸
気
及
び
排
気
の
能
力

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

二

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

イ

フ
ー
ド
、
ダ
ク
ト
及
び
フ
ァ
ン
の
摩
耗
、
腐
食
、
く
ぼ
み
、
そ
の
他
損
傷
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

ロ

ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ハ

ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

ニ

電
動
機
と
フ
ァ
ン
を
連
結
す
る
ベ
ル
ト
の
作
動
状
態

ホ

送
気
、
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項



一
七
頁

三

除
じ
ん
装
置

イ

構
造
部
分
の
摩
耗
、
腐
食
、
破
損
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

ロ

当
該
装
置
内
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ハ

ろ
過
除
じ
ん
方
式
の
除
じ
ん
装
置
に
あ
っ
て
は
、
ろ
材
の
破
損
又
は
ろ
材
取
付
部
等
の
緩
み
の
有
無

ニ

処
理
能
力

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

２

事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
前
条
の
自
主
検
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
方
法



一
八
頁

三

検
査
箇
所

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
第
二
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
装
置
を
初
め
て
使
用
す
る
と
き
、
又
は
分
解
し
て
改
造
若
し
く
は
修

理
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
装
置
の
種
類
に
応
じ
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
点
検
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
の
記
録
）

第
二
十
五
条

事
業
者
は
、
前
条
の
点
検
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

点
検
年
月
日

二

点
検
方
法



一
九
頁

三

点
検
箇
所

四

点
検
の
結
果

五

点
検
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六

点
検
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
補
修
等
）

第
二
十
六
条

事
業
者
は
、
第
二
十
二
条
の
自
主
検
査
又
は
第
二
十
四
条
の
点
検
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た

と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
教
育
）

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
に
係
る
業
務
に
労
働
者
を
就

か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に
関
す
る
衛
生
の
た
め
の
特
別
の
教
育
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

石
綿
等
の
有
害
性

二

石
綿
等
の
使
用
状
況



二
〇
頁

三

石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置

四

保
護
具
の
使
用
方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
石
綿
等
の
ば
く
露
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項

２

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
休
憩
室
）

第
二
十
八
条

事
業
者
は
、
特
定
石
綿
等
を
常
時
、
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

作
業
を
行
う
作
業
場
以
外
の
場
所
に
休
憩
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
休
憩
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

入
口
に
は
、
水
を
流
し
、
又
は
十
分
湿
ら
せ
た
マ
ッ
ト
を
置
く
等
労
働
者
の
足
部
に
付
着
し
た
物
を
除
去
す
る
た
め
の

設
備
を
設
け
る
こ
と
。

二

入
口
に
は
、
衣
服
用
ブ
ラ
シ
を
備
え
る
こ
と
。

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し



二
一
頁

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
床
）

第
二
十
九
条

事
業
者
は
、
特
定
石
綿
等
を
常
時
、
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
及
び
前
条
第
一
項
の
休
憩
室
の
床
を
水

洗
等
に
よ
っ
て
容
易
に
掃
除
で
き
る
構
造
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掃
除
の
実
施
）

第
三
十
条

事
業
者
は
、
前
条
の
作
業
場
及
び
休
憩
室
の
床
等
に
つ
い
て
は
、
水
洗
す
る
等
粉
じ
ん
の
飛
散
し
な
い
方
法
に
よ

っ
て
、
毎
日
一
回
以
上
、
掃
除
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洗
浄
設
備
）

第
三
十
一
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
眼
、
洗
身
又
は

う
が
い
の
設
備
、
更
衣
設
備
及
び
洗
濯
の
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
等
）

第
三
十
二
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
運
搬
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
当
該
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
お
そ
れ
が
な

い
よ
う
に
、
堅
固
な
容
器
を
使
用
し
、
又
は
確
実
な
包
装
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
二
頁

２

事
業
者
は
、
前
項
の
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
石
綿
等
が
入
っ
て
い
る
こ
と
及
び
そ
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
場
所
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
運
搬
、
貯
蔵
等
の
た
め
に
使
用
し
た
容
器
又
は
包
装
に
つ
い
て
は
、
当
該
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
発

散
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
、
保
管
す
る
と
き
は
、
一
定
の
場
所
を
定
め
て
集
積
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
で
労
働
者
が
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
す
る
こ
と
を
禁
止

し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
掲
示
）

第
三
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
は
、
次
の
事
項
を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が

見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
で
あ
る
旨



二
三
頁

二

石
綿
等
の
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

三

石
綿
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

四

使
用
す
べ
き
保
護
具

（
作
業
の
記
録
）

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て

、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一

労
働
者
の
氏
名

二

従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

三

石
綿
等
の
粉
じ
ん
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
概
要
及
び
事
業
者
が
講
じ
た
応
急
の
措

置
の
概
要

第
五
章

測
定

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
一
条
第
七
号
の
作
業
場
（
特
定
石
綿
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
六
月
以



二
四
頁

内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
特
定
石
綿
の
空
気
中
に
お
け
る
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

測
定
日
時

二

測
定
方
法

三

測
定
箇
所

四

測
定
条
件

五

測
定
結
果

六

測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

測
定
結
果
に
基
づ
い
て
当
該
特
定
石
綿
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
の
予
防
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概

要
（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
三
十
七
条

事
業
者
は
、
特
定
石
綿
に
係
る
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
又
は
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に



二
五
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よ
る
測
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
速
や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
作
業
環
境
評
価
基
準
に
従
っ
て
、
作
業

環
境
の
管
理
の
状
態
に
応
じ
、
第
一
管
理
区
分
、
第
二
管
理
区
分
又
は
第
三
管
理
区
分
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
測
定

の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

評
価
日
時

二

評
価
箇
所

三

評
価
結
果

四

評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
八
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、

直
ち
に
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は

整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
当
該
場
所
の
管
理
区



二
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分
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該

特
定
石
綿
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用

さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条

事
業
者
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
二
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い

て
は
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整

備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
章

健
康
診
断

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
特
定
石
綿
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務
又
は

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
試
験
研
究
の
た
め
に
製
造
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に



二
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頁

対
し
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て

医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

業
務
の
経
歴
の
調
査

二

石
綿
に
よ
る
せ
き
、
た
ん
、
息
切
れ
、
胸
痛
等
の
他
覚
症
状
又
は
自
覚
症
状
の
既
往
歴
の
有
無
の
検
査

三

せ
き
、
た
ん
、
息
切
れ
、
胸
痛
等
の
他
覚
症
状
又
は
自
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

四

胸
部
の
エ
ッ
ク
ス
線
直
接
撮
影
に
よ
る
検
査

２

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
（
同
項
第
一
号
の
二
、
第
一
号
の
三
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
物
若
し
く

は
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
物
（
同
項
第
一
号
の
二
又
は
第
一
号
の
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
四
項
に
規
定
す

る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
、
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
六
月
以

内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
二
項
の
健
康
診
断
の
結
果
、
他
覚
症
状
が
認
め
ら
れ
る
者
、
自
覚
症
状
を
訴
え
る
者
そ
の
他
異
常
の
疑
い

が
あ
る
者
で
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。



二
八
頁

一

作
業
条
件
の
調
査

二

胸
部
の
エ
ッ
ク
ス
線
直
接
撮
影
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
異
常
な
陰
影
（
石
綿
肺
に
よ
る
線
維
増
殖
性
の
変
化
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
で
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
特
殊
な
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
検
査
、
喀
痰
の
細

か

く

た

ん

胞
診
又
は
気
管
支
鏡
検
査

４

令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
十
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
（
同
項
第
八
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
石
綿

（
ア
モ
サ
イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
石
綿

の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
健
康
診
断
の
結
果
の
記
録
）

第
四
十
一
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
健
康
診
断
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い

て
当
該
労
働
者
が
受
け
た
健
康
診
断
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
石
綿
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
石
綿

健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
四
十
二
条

石
綿
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め



二
九
頁

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

石
綿
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
健
康
診
断

の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二

聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
石
綿
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

（
健
康
診
断
結
果
報
告
）

第
四
十
三
条

事
業
者
は
、
第
四
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
と
き
は

、
遅
滞
な
く
、
石
綿
健
康
診
断
結
果
報
告
書
（
様
式
第
三
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

保
護
具

（
呼
吸
用
保
護
具
）

第
四
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
は
、
当
該
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を
吸
入
す
る
こ
と
に

よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
呼
吸
用
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
の
数
等
）

第
四
十
五
条

事
業
者
は
、
前
条
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
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常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
等
の
管
理
）

第
四
十
六
条

事
業
者
は
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
並
び
に
第
四
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
保
護
具

等
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
他
の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
及
び
労
働
者
は
、
前
項
の
保
護
具
等
に
つ
い
て
、
付
着
し
た
物
を
除
去
し
た
後
で
な
け
れ
ば
作
業
場
外
に
持
ち
出

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
廃
棄
の
た
め
、
容
器
等
に
梱
包
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
章

製
造
許
可
等

（
製
造
等
の
禁
止
の
解
除
手
続
）

第
四
十
七
条

令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
許
可
（
製
造
等
禁
止
石
綿
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
、
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
使
用
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し

て
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
、
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
輸

入
す
る
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
使
用
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
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府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
様
式
第
五
号
に
よ
る

許
可
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
等
禁
止
石
綿
等
の
製
造
等
に
係
る
基
準
）

第
四
十
八
条

令
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
製
造
等
禁
止
石
綿
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
す
る
設
備
は
、
密
閉
式
の
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
密
閉
式
の
構
造
と
す
る

こ
と
が
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
ド
ラ
フ
ト
チ
ェ
ン
バ
ー
内
部
に
当
該
設
備
を
設
け
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
す
る
設
備
を
設
置
す
る
場
所
の
床
は
、
水
洗
に
よ
っ
て
容
易
に
掃
除
で
き
る
構
造
の
も
の

と
す
る
こ
と
。

三

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
使
用
す
る
者
は
、
当
該
製
造
等
禁
止
石
綿
等
に
よ
る
健
康
障
害
の
予
防
に
つ
い

て
、
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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四

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
入
れ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
造
等
禁
止
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
に
堅
固
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
容
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
当
該
製
造
等
禁
止
石
綿
等
が
入
っ
て
い
る
旨
を
表

示
す
る
こ
と
。

五

製
造
等
禁
止
石
綿
等
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
場
所
を
定
め
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

六

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
使
用
す
る
者
は
、
保
護
前
掛
及
び
保
護
手
袋
を
使
用
す
る
こ
と
。

七

製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
製
造
す
る
設
備
を
設
置
す
る
場
所
に
は
、
当
該
製
造
等
禁
止
石
綿
等
の
製
造
作
業
中
関
係
者
以

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

第
九
章

報
告

第
四
十
九
条

石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
者
は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
石
綿
関
係
記
録
等
報

告
書
（
様
式
第
六
号
）
に
次
の
記
録
及
び
石
綿
健
康
診
断
個
人
票
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
十
五
条
の
作
業
の
記
録
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二

第
三
十
六
条
第
二
項
の
測
定
の
記
録

三

第
四
十
一
条
の
石
綿
健
康
診
断
個
人
票

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
解
体
等
の
作
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
、
第
五

条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
石
綿
等
を
吹
き
付
け
る
作
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
旧
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

て
同
項
に
規
定
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
い
る
事
業
者
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
作
業
に
労

働
者
を
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
作
業
に
係
る
設
備
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
事
業
者
が
そ
の
作
業
場
（
特
定
石
綿
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
旧
特
化
則
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
十
二

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
旧
特
化
則
第
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
床
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
特
定
石
綿
等
を
常
時
、
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
を
行
う
作
業
場
の
床
で

あ
っ
て
、
不
浸
透
性
の
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
製
造
等
の
禁
止
の
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
石
綿
含
有
製
品
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
九
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

ア
モ
サ
イ
ト
等
で
、
同
令
の
施
行
の
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
五
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
石
綿
含
有
製
品
で
、
同
令
の
施

行
の
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
石
綿
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
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る
。

（
処
分
等
の
効
力
の
引
継
ぎ
）

第
七
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
特
化
則
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
相
当
規
定

に
よ
り
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
七

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
。
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
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一
項
の
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
又
は
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
に
係
る
業
務

第
百
条
中
「
及
び
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
」
を
「
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
」
に
、
「
様
式
第
二
号
を
」
を
「

様
式
第
二
号
及
び
石
綿
則
様
式
第
三
号
を
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

「

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者

を

を
修
了
し
た
者

」

「

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者

の
う
ち
、
次
項
に
掲
げ
る
作

を
修
了
し
た
者

業
以
外
の
作
業

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

石
綿
作
業
主
任
者

の
う
ち
、
特
定
石
綿
等
（
石

を
修
了
し
た
者

に

綿
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
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に
規
定
す
る
特
定
石
綿
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
も
の

」

改
め
る
。

別
表
第
七
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
十
五

特
定
石
綿
等
の
粉

一

特
定
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り

一

周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関

じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作

扱
う
業
務
の
概
要

係
を
示
す
図
面

業
場
に
設
け
る
発
散
抑
制

二

特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を

二

作
業
場
所
の
全
体
を
示
す
図
面

の
設
備

密
閉
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の

三

特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散

方
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

源
を
密
閉
す
る
設
備
又
は
全
体
換

及
び
そ
の
機
能

気
装
置
の
図
面

三

全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
型
式

四

局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て

、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
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そ
の
機
能

気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五

号
）

五

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が

設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘

要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

様
式
第
五
号

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

７
じ
ん
肺

７
石
綿

８
じ
ん
肺

( )2

様
式
第
二
十
号
中
「2

4

」
を
「2

5

」
に
改
め
る
。

の
項
ま
で

の
項
ま
で

（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
の
二
中
「

」
を
「

」
に
、

又
は
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
又
は
石
綿
障
害
予
防
規
則

、

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則

粉
じ
ん
障
害
防

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

止
規
則

石
綿
障
害
予
防
規
則



三
九
頁

（
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
二
条
」
を
「
―
第
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
省
令
」
の
下
に
「
（
第
七
号
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
つ
て
は
、
第
五
十
一
条
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
」
を
「
（
同
号
４
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
号
」
を
「

第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
定
め
る
物
」
の
下
に
「
（
同
号
４
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
第
一
章
中

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
石
綿
の
取
扱
い
）

第
二
条
の
二

こ
の
省
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
三
第
二
号
４
に
掲
げ
る
物
及
び
同
号

に
掲
げ
る
物
（
同

37

号
４
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
作
業
に
係
る
措
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
（

平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
。
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
十
七
条
中
「
の
作
業
」
の
下
に
「
（
特
定
石
綿
等
（
石
綿
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
石
綿
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。



四
〇
頁

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
指
摘
す
る
」
を
「
指
揮
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
作
業
場
」
の
下
に
「
（
特
定
石
綿
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「

同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
」
を
「
同
表
第
二
号
５
、
６
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
７
ま
で
」
を
「
３
ま
で
、
５
か
ら
７
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
表
第
二
号
４

か
ら
６
ま
で
」
を
「
同
表
第
二
号
５
、
６
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
三
中
「
別
表
第
三
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
」
を
「
別
表
第
三
第
二
号
５
、
６
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
四
中
「
当
該
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
」
を

削
る
。

第
三
十
八
条
の
七
か
ら
第
三
十
八
条
の
十
一
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
七
か
ら
第
三
十
八
条
の
十
一
ま
で

削
除

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
業
務
に
」
を
「
業
務
（
特
定
石
綿
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務
又
は
製
造
等
禁
止

石
綿
等
（
石
綿
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
試
験
研
究
の
た
め

に
製
造
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
業
務
に
」
を
「
業
務
（
同
項
第
一
号



四
一
頁

の
二
、
第
一
号
の
三
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
物
（
同
項
第
一
号
の
二
又
は
第

一
号
の
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
石
綿
則
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
」
に
改
め

、
同
条
第
四
項
中
「
定
め
る
物
」
の
下
に
「
（
同
項
第
八
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
当
該
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
当
該
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
」
を

「
こ
れ
を
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
許
可
」
の
下
に
「
（
製
造
等
禁
止
石
綿
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
物

（
」
の
下
に
「
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
除
く
。
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
中
「
基
準
」
の
下
に
「
（
製
造
等
禁
止
石
綿
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
特
定
化
学
物
質
等
」
を
「
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
等
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
、
第
三
十
八
条
の
七
、
第
三
十
八
条
の
八
」
を
削
り
、
同
表
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し

、
第
五
号
の
二
を
第
五
号
と
す
る
。

別
表
第
三
中
八
の
項
を
削
り
、
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
二
の

項
を
五
の
項
と
す
る
。



四
二
頁

別
表
第
四
中
九
の
項
を
削
り
、
八
の
項
を
九
の
項
と
し
、
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
二
の

項
を
六
の
項
と
す
る
。

別
表
第
五
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
三
号
別
表
中

「

0
0
8

（

）

ア
モ
サ
イ
ト

こ
れ
を
そ
の
重
量
の
１
％
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。

を
製
造
し

又
は
取
り
扱
う
業
務

、

を

ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト

こ
れ
を
そ
の
重
量
の
１
％
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む

0
0
9

（

を
製
造
し

又
は
取
り
扱
う
業
務

）

。
、

」

「

削
除

0
0
8

に
、

削
除

0
0
9

」

「

石
綿

ア
モ
サ
イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
除
く

こ
れ
を
そ
の
重
量
の
１
％
を
超
え

2
0
4

（

）
（

。

を

て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む

を
製
造
し

又
は
取
り
扱
う
業
務

）

。
、



四
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」

「
2
0
4

に

削
除

」

改
め
る
。

（
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中
「
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
別
表
第
一
第
四
号
」
を

「
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
十
四
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
六
項
中
「
又
は
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
」
を
「
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
」
に
、
「
様
式
第
一
号

に
」
を
「
様
式
第
一
号
又
は
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
様
式
第
二
号
に
」
に
改
め



四
四
頁

、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
も
の
」
を
「
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
（
同
令
第
四
十
条

第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
石
綿
障
害
予
防
規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条

第
八
項
中
「
又
は
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
様
式
第
一
号
」
を
「
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
様
式
第
一
号
又
は
石
綿

障
害
予
防
規
則
様
式
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
及
び
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
」
を
「
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
及
び
石
綿
障
害
予

防
規
則
の
」
に
、
「
及
び
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
五
十

六
条
第
一
項
及
び
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
四
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
別
表
第
一
第
四
号
並
び
に
」
を
削

る
。


